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平成２６年３月７日 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付すので公告します。 

 

公益財団法人地震予知総合研興会 

                    地震調査研究センタ一 

所 長   阿 部 勝 征 

 

1． 一般競争入札に付する事項 

（1）契約件名及び数量 データシステム管理補助  一式 

（2）契約担当部署 事業推進管理部 

（3）調達種別  役務 

（4）契約方法  確定契約 

（5）履行期間   （自）平成２６年４月１日 （至）平成２７年３月３１日 

（6）履行方法 仕様書に定める 

（7）履行場所  東京都千代田区猿楽町 1-5-18 千代田ビル８階 

 

２． 競争入札参加資格 

（1）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別な理由がある場合に該当する。 

（2）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（3）全省庁統一競争入札参加資格において、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級の格付けで、平成 25･

26･27 年度の有効年度を取得している者。 

（4）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申し立てがなされ

ている者については、手続き開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けてい

ること。 

(5) 文部科学省所管における工事・役務等契約に係る取引停止等措置又はこれらに準ず 

ると認められる措置を受けていないこと。 

(6）入札説明会に参加し、入札仕様書の交付を受けた者であること。 

（7）過去５年以内に以下の実績を有すること。また当該実績については、入札説明会に参

加の際、「業務実績書」として書面により提出すること。 

  ① メーリングリストのカスタマイズ設定及び運用補助の実績を有すること。 

  ② ファイアウォール等システムセキュリティのソフトウェアのインストール及び設

定補助の実績を３種類以上有すること。 

  ③ Oracle11g のデータやログ管理、バックアップ実施の実績を有すること。 

  ④ ３種類以上の Linux ディストリビューションのアップデート作業の実績を有する



 2

こと。 

  ⑤ GeoConceptInternetServer の設定・管理の実績を有すること。 

 

３．入札説明書・仕様書の交付 

    下記４．の入札説明会にて交付する。 

 

４．入札説明会 

日 時 平成２６年３月１７日（月） 午後２時 

    場 所 東京都千代田区猿楽町 1-5-18 千代田ビル 8階 

公益財団法人 地震予知総合研究振興会 

地震調査研究センター 「小会議室」 

 

５．質問書の提出期限及び場所 

日 時 平成２６年３月１９日（水）午後５時まで 

    場 所 上記４．に同じ 

事業推進管理部 平田 ℡:03-3295-1501 

 

６．参加資格確認資料の提出期限及び提出場所並びに方法 

   入札に参加を希望する者は、参加資格確認資料（入札説明書に記載）を提出すること。

また、当該確認については平成２６年３月１８日以降に決定し、確認不能の者につい

ては連絡する。 

日 時 上記５．に同じ 

方 法 持参 

    場 所 上記５．に同じ 

 

７．入札及び開札の日時及び場所 

    日 時 平成２６年３月２５日（火） 午後２時 

    場 所 東京都千代田区猿楽町 1-5-18 千代田ビル 8階 

公益財団法人 地震予知総合研究振興会「小会議室」 

 

８．その他 

（1）契約の締結について：（公財）地震予知総合研究振興会の平成 26 年度予算が承認され

ることを条件とする。 

（2）契約手続きにおいて、使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（3）入札保証金及び契約保証金：免除 

（4）入札執行回数：５回を限度とする。 

（5）入札の無効： 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に

違反した入札 

（6）契約書作成の要否：要 
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（7）落札者の決定方法：公益財団法人地震予知総合研究振興会が作成した予定価格の制限

の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当す

る額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税にかかわる課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。入札書に記載された金額の 100 分の 108 に相当

する金額に 1 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、当該端数金

額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。 

（8）競争入札の参加方法：郵便及び信書便での入札は認めない。 

（9）その他詳細は入札説明書による。 

以上 


